
シーライツ・マンスリーサポーター申込書 

この度は、シーライツ・マンスリーサポーターにお申し込みいただきありがとうございます。 

下記のフォ一ムに必要事項をご記入・ご捺印の上、切り取り線より下の部分を以下のご返送・ お問合せ先までご郵送下さい。 

〇毎月 27日(休業日の場合はその翌営業日〉に、ご指定の金融機関より自動引き落としされます。 

〇引き落とし後の通帳には、「JC シ一ライツ シ工ン」と印字されます。 

〇寄付金の口数の変更や、自動引き落としの停止はお問合せ先までご連絡下さい。10 日までにご連絡いただくと、その月から

変更または停止されます。それ以降の場合は翌月からの変更または停止になります。 

〇お預かりした個人情報は、当団体の活動にのみ使用し、適切に管理いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

〈申込書のご返送・お問い合せ先〉 

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-3-18 AVACOビル 6Ｆ 

（特活）国際子ども権利センター（シーライツ） 

TEL/FAX：03-5291-0820  E-mail: info@c-rights.org 

ー 預金口座振替規定 ー（ゆうちょ銀行は除く） 

1.私が、支払うべき料金等について貴行に請求書が返付されたときは、 私に通知

する事なく、請求書に記載された金額を預金口座から引落しのうえお支払 くださ

い。なお振替日が変更された場合には、請求書に記載された届日をもって 処理さ

れても少しづかいありません。引落し後の代金領収書の提出の必要はありません。 

2.預金の引落しにあたっては、当座勘定規定または預金規定にかかわ らず、 当座

小切手の振出または預金払戻請求書の提出はいりませんから、貴行所定の方法

で処理してください。 

3.預金口座の残高が振替日において請求書の金額に満たないとは、 私に通知す

ることなく、請求書を返却されても、また指定日以後に再度請求されても異議はあ

りません。 

4.この預金口座振替契約は、貴行が必要と認めた場合には、私に通知することな

く、解除されても異議はありません。 

5.上記契約番号につき別番号の追加利用、または変更があっても本書は有効とし

て扱われてもさつかえありません。 

6.この預金口座振替について万が一紛議が生じても、貴行の業に起因する場合を

除き、すべて私と株式会社ジャックスとの間において解決するものとし、 貴行にはご

迷惑をかけません。 

※ゆうちょ銀行ご指定の場合には自動払込み規定が適用されます。 


